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岩木川水系河川整備計画（指定区間：弘前圏域）の第２回変更について

「岩木川水系河川整備計画（指定区間：弘前圏域）」は、河川法の三つの目的である

１）洪水、高潮等による災害発生の防止

２）河川の適正利用と流水の正常な機能の維持

３）河川環境の整備と保全

が総合的に達成できるよう、河川法第１６条に基づき、平成１７年５月に策定された「岩

木川水系河川整備基本方針」に沿って、河川法第１６条の２に基づき、当面実施する河川

工事の目的、種類、場所等の具体的事項を示す法定計画であり、当初計画は平成１９年１

２月に策定されました。

また、平成２２年１０月に第１回の変更を行い、第２章「流域及び河川の概要」におけ

る文化財等のデータ更新及び第５章「河川整備の実施に関する事項」に、新たな実施事項

を追加しました。

今回の変更は、大和沢ダム建設事業の中止を受け、同ダムに関係する箇所の見直しと、

水質測定データ等の追加・更新等の変更を行うものです。

■変更（追加）箇所

2．流域及び河川の概要

2.2 自然環境及び社会環境

2.2.3 歴史・文化財など

3．圏域の現状と課題

3.2 利水の現状と課題

3.2.2 水利用の課題

3.3 河川環境の現状と課題

3.3.2 水質

4．河川整備計画の目標に関する事項

4.1 洪水による災害の防止又は軽減に関する事項

4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

5．河川整備の実施に関する事項

5.1 河川工事の目的・種類及び施工の場所

並びに当該河川工事の施工により設置される河川管理施設の概要

5.1.1 洪水による災害発生の防止又は軽減に関する事項

(4)大和沢川

5.2 河川の維持の目的及び種類

5.2.3 危機管理体制の整備・強化

(1)洪水時の対応
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1. 計画の基本的な考え方

(1) 計画の趣旨

「岩木川水系河川整備計画（指定区間：弘前圏域）」は、河川法の三つの目的である

１）洪水、高潮等による災害発生の防止

２）河川の適正利用と流水の正常な機能の維持

３）河川環境の整備と保全

が総合的に達成できるよう、河川法第１６条に基づき、平成１７年５月に策定された「岩

木川水系河川整備基本方針」に沿って、河川法第１６条の二に基づき、当面実施する河川

工事の目的、種類、場所等の具体的事項を示す法定計画を定めるものです。

本計画は、岩木川水系における各河川の特性を踏まえ、安全で安心でき、うるおいのあ

る美しい川づくりと、流域の風土・文化等を活かした河川整備を目的としています。

(2) 計画の基本理念

岩木川は、青森県西部の日本海側に位置し、青森・秋田県境の白神山地の雁森岳（標高
いわきがわ しらかみ がんもり

987m）にその源を発し、弘前市付近で流れを北に変え、平川、十川、旧十川等の支川を合
ひろさき ひら と きゅうと

わせて津軽平野を貫流し、十三湖に至り日本海に注ぐ、幹線流路延長102km、流域面積2,5
つ が る じゅうさんこ

40km2の一級河川です。

この岩木川水系を地域特性から２圏域に区分し、岩木川水系の上流部にあたる本弘前圏

域は、弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、西目屋村、田舎館村の３市１町２村からなり、
くろいし ひらかわ おおわに に し め や い な か だ て

岩木川とその支川である平川、浅瀬石川等が流下しています。
あ せ い し

弘前圏域の治水対策は、昭和２１年に平川において県事業として本格的な治水事業に着

手しました。以来６０有余年が経過し、この間継続して洪水被害の軽減を目的とした河川

整備を推進してきましたが、未だ整備途上にあるため、戦後の主要な洪水と同規模の洪水

が発生したときは甚大な浸水被害が生じるおそれがあります。また、県管理区間には集中

豪雨の影響を受けやすい中小河川が多いことから、流域における遊水機能の保全を図り、

洪水が発生した場合の浸水被害を軽減する必要があります。

維持管理の面では、洪水時における危機管理への対応、住民ニーズの多様化など河川の

維持管理を取り巻く状況も変化していることから、河川の特性に応じたより効果的な維持

管理の推進が求められています。

環境面では、河道内にはヨシ群落やヤナギなどの河畔林が多く残っており、多様な動植

物の生息・生育が確認されるなど、豊かな自然に恵まれた環境となっています。

そのため、流域の豊かな自然環境、多様な生態系を守っていくとともに、岩木川水系の

良好な河川環境や河川景観の保全・創出に配慮した河川整備が望まれます。
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なお、青森県では平成13年12月に「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関す

る条例」を制定しており、森・川・海を農林水産業等の生産活動や地域文化を形成する基

盤として位置づけ、県民の参加の下にこれを一体的に保全、創造することとしています。

また、人と河川とのかかわり、ふれあいの場を適切に整備・保全していくことや、河川

愛護団体等流域の様々な団体間のパートナーシップを構築することなど、河川を軸とした

参加と連携による地域づくりの推進が求められています。

これら岩木川を取り巻く現状を踏まえ、以下の３つの基本理念を整備計画の柱として、

関係機関や地域住民との情報の共有、連携の強化を図りつつ、治水、利水、環境のバラン

スの取れた施策を展開します。

 
◆住民参加と地域連携による川づくり 

地域住民に河川や自然に対する理解を深めてい
ただき、地域が一体となって川のあり方を考える川
づくりを目指します。 
また、地域住民にとって最も身近な地方公共団体

である市町村と、県が積極的に連携することによ
り、地域住民の様々な意見を把握し、魅力ある河川
が保たれるように努めます。 

水生生物調査（大和沢川） 

 
◆豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ川づくり 

各河川の持つ豊かな自然環境や美しい河川景観を
保全･創出し、風土に培われた文化とともに、次の世
代に引き継ぐことの出来る川づくりを目指します。
また、「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造
に関する条例」に基づき、県民の参加の下にふるさ
との森と川と海を一体的に保全、創造することとし
ます。 

（土淵川） 

◆安全・安心の川づくり 
過去の水害や渇水の歴史を踏まえ、人々が安全に生活し、

安心して水の利用ができる川づくりを目指します。 
また、各河川の特性を踏まえた継続的・効率的な河川の

維持管理に努めます。 

昭和 50年 8月洪水（土淵川） 
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(3) 計画対象区間

本計画の対象区間は、岩木川水系弘前圏域のうち青森県知事が管理する区間とします。

（河川の位置は５ページを参照）

整備計画対象区間 ( 1/2 )

河 川 名 区 域 指定区間延長(km)

岩木川 上岩木橋 ～ 指定区間上流端 38.01（※）

栩内川 岩木川合流点 ～ 指定区間上流端 3.00

相馬川 岩木川合流点 ～ 指定区間上流端 9.90

作沢川 相馬川合流点 ～ 指定区間上流端 10.70

鴫ヶ沢川 相馬川合流点 ～ 指定区間上流端 1.80

蔵助沢川 岩木川合流点 ～ 指定区間上流端 5.00

大秋川 岩木川合流点 ～ 指定区間上流端 15.00

平沢川 岩木川合流点 ～ 指定区間上流端 2.00

湯ノ沢川 指定区間下流端 ～ 指定区間上流端 7.20

浅瀬石川 朝日橋 ～ 指定区間上流端 34.85

中野川 浅瀬石川合流点 ～ 指定区間上流端 4.80

二庄内川 浅瀬石川合流点 ～ 指定区間上流端 5.05

青荷川 浅瀬石川合流点 ～ 指定区間上流端 5.10

小国川 浅瀬石川合流点 ～ 指定区間上流端 5.20

切明川 浅瀬石川合流点 ～ 指定区間上流端 3.10

平 川 JR奥羽本線 ～ 指定区間上流端 30.96

新土淵川 岩木川合流点 ～ 土淵川分派点 3.15

加藤川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 3.10

土淵川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 14.01

寺沢川 土淵川合流点 ～ 指定区間上流端 4.70

童子森川 寺沢川合流点 ～ 指定区間上流端 0.40

清水川 寺沢川合流点 ～ 指定区間上流端 0.15

腰巻川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 4.15

境関川 腰巻川合流点 ～ 指定区間上流端 0.65

高崎川 腰巻川合流点 ～ 指定区間上流端 0.46

万助川 腰巻川合流点 ～ 指定区間上流端 1.57

引座川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 8.60

六羽川 引座川合流点 ～ 指定区間上流端 5.40

枇杷田川 六羽川合流点 ～ 指定区間上流端 4.50

浅井川 引座川合流点 ～ 指定区間上流端 4.10

広船川 浅井川合流点 ～ 指定区間上流端 3.80

大和沢川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 7.85

前 川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 2.00
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整備計画対象区間 ( 2/2 )

河 川 名 区 域 指定区間延長(km)

(平川支川)

三ツ目内川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 8.46

折紙川 三ツ目内川合流点 ～ 指定区間上流端 3.50

虹貝川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 10.60

島田川 虹貝川合流点 ～ 指定区間上流端 4.60

砥沢川 虹貝川合流点 ～ 指定区間上流端 1.00

夏沢川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 1.50

鯖野沢川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 1.60

稲荷川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 1.50

不動川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 4.50

相沢川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 3.00

碇沢川 相沢川合流点 ～ 指定区間上流端 2.00

大落前川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 1.00

小落前川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 2.00

津刈川 平川合流点 ～ 指定区間上流端 7.00

鍋倉沢川 津刈川合流点 ～ 指定区間上流端 2.30

岩谷沢川 津刈川合流点 ～ 指定区間上流端 1.00

砂子沢 津刈川合流点 ～ 指定区間上流端 0.90

久吉導水路 津刈川合流点 ～ 指定区間上流端 0.80

遠部沢 平川合流点 ～ 指定区間上流端 3.10

※津軽ダム完成後、津軽ダムから暗門川合流点までの区間が、直轄管理区間となる。

(4) 計画対象期間

本計画は、岩木川水系河川整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標であり、その

対象期間は概ね30年間とします。

なお、本計画は、現時点の流域の社会状況、自然状況、河川状況に基づいて策定された

ものです。そのため、策定後も、河川の整備状況・地域の社会状況・自然状況等の変化や

新たな知見、技術の進歩等に伴い、必要に応じて適宜見直します。
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2. 流域及び河川の概要

2.1 流域及び河川の概要

岩木川は、青森県西部の日本海側に位置し、その源を青森・秋田県境に位置する白神山
いわきがわ しらかみ

地の雁森岳(標高987m)に発し、弘前市付近で流れを北に変え、平川、十川、旧十川等の支
がんもり ひろさき ひら と きゅうと

川を合わせて津軽平野を貫流し、十 三湖に至り日本海に注ぐ、幹川流路延長102km、流域
つが る じゅうさん

面積2,540km2の一級河川です。

その流域は、弘前市、五所川原市、黒石市をはじめとする６市５町２村からなり、流域
ごし ょ が わ ら くろいし

の土地利用は、山地等が約72％、水田や畑地等の農地が約26％、宅地等の市街地が約２％

となっています。流域内には青森県の日本海側に位置する津軽平野の拠点都市である弘前

市を擁し、この地域における社会・経済・文化の基盤を成しています。

この岩木川水系を地域特性から２圏域に区分し、本弘前圏域は、岩木川水系の上流部に

あたり、弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、西目屋村、田舎館村の３市１町２村からなり、
おおわに に し め や いなかだて

岩木川とその支川である平川、浅瀬石川等が流下しています。
あ せ い し

岩木川の支川の平川は、青森県西部の津軽平野の南端に位置し、その源流は奥羽山脈の

平川市(旧：碇ヶ関村)にあり、途中上流の山間部において、津刈川、虹貝川、三ッ目内川
いかりがせき つ が り にじかい み つ め な い

等の支川を合流し、下流端の平野部では大和沢川、引座川、腰巻川等の支川を合流し、岩
おおわさわ ひ き ざ こしまき

木川に注ぎます。その指定延長は36.8km、流域面積は827.2km2です。

平川流域は、上流部の平川市に遠部・久吉ダムが、大鰐町に早瀬野ダムがあり、治水や
とお べ ひさよし は や せ の

利水面で重要な役割を担っています。また、沿川状況としては、大鰐町で山間市街地を流

下し、下流部の御幸橋下流において扇状地の様相を呈し、沿川はりんご畑や水田等のどか
みゆ き

な耕作地を流下しています。流域内の関連市町は上流から平川市、大鰐町、弘前市により

構成され、弘前市や大鰐温泉など観光地としても有名です。

川幅は、上流部は30～100m程度、下流部で200～300mで、河床勾配は上流１/100～１/30

0、下流部は１/200～１/400程度です。



- 7 -

2.2 自然環境及び社会環境

2.2.1 自然環境

(1) 地形・地質

弘前圏域の下流域は津軽平野の南端に位置し、その地形は、扇状地性の低地が形成さ

れ、これを囲むように台地から丘陵地、山地が続いています。

北西部には津軽富士と呼ばれる岩木山（標高1,625m）があり、日本海より吹きつける

冬の季節風をさえぎる地形となっています。東側は傾斜が緩やかな奥羽山脈が連なり、

この山地に平川や浅瀬石川の源流があります。

圏域の地質は、山地部では概ね新第三紀層で構成され、丘陵地は洪積層段丘堆積物で

覆われ、平地は河川の堆積物及び砂礫粘土からなっています。

(2) 気 候

岩木川流域の気候は、温帯冷涼型気候に属し、暑くて短い夏と低温で長い冬、希薄な

梅雨型天候が特徴です。

流域の平均年間降水量は山地部で約1,600mm、平野部で約1,200mmとなっています。

弘前市付近の年平均気温は11℃近くと緯度の割に比較的高くなっています。これは対

馬(つしま)暖流の影響をうけることと、冬期の日本海から吹き付ける寒風が岩木山にさ

えぎられ、また初夏のオホーツク海高気圧から吹き出してくる寒冷な偏東風（通称「ヤ

マセ」という）が津軽山地で遮られるためです。しかし、ヤマセが長く続くと、五所川

原以北では夏季の気温が上がらず、冷害を起こすことがあります。

積雪は秋田県境の岩木川上流山地及び浅瀬石川上流山地に多く、最深積雪が2ｍ前後

の多雪地帯ですが、岩木山東方部の弘前市、黒石市地区の平地は比較的少雪です。
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(3) 自然環境

弘前圏域の平地部は、弘前市街地を中心に水田が広がり、川や水路のまわりにはヨシ、

ススキ、ヨモギが生え、河川敷に群生しています。これに続く緩やかな丘陵地では、果

樹園（りんご）として利用されています。傾斜がやや急な山間部は、針葉樹植林が比較

的広く分布し、ミズナラ－ブナクラス域代償植生のブナ－ミズナラ林、ミズナラ－カシ

ワ－コナラ林なども斑状に分布しています。また、渓流沿いでは、ミズナラ－ブナクラ

ス域自然植生のサワグルミ林が帯状に分布しています。

平川上流部の碇ヶ関・大鰐地区は、スギ及びヒバの針葉樹林が大部分を占めています

が、特に、秋田地方のスギ天然林地帯と接続しているのが大きな特徴です。

碇ヶ関西部地帯にはスギの天然林が広く分布し、東部地方にはスギ・ヒメコマツ混交

林やヒメコマツの天然林が小部分見られます。標高200m～300mにはスギの天然林、標高

400m以上の中腹や峰筋にはヒバの天然林が形成されており、ネズコ・ヒメコマツは標高

400m前後に生育しています。

また、スギの天然林分布の北限として、東虹貝川上流のスギ・ヒバの混生林や西碇ヶ

関山のスギ林が有名です。

＜ ブナ林 ＞ ＜ 岩木山とリンゴ園 ＞

出典：西目屋村資料 出典：青森県資料

ほ乳類は、コウモリ類の他、ノウサギ、ニホンリス、ホンドタヌキ、ホンドテンなど

約20種が確認されています。

鳥類は、関連市町村で確認された種は約200種に達し、弘前市では水鳥の組成比率が

多くなっています。貴重種類として、ハチクマ、オオタカ、ハイタカ、カワセミ、ヤマ

セミ、ノジコなどが確認されています。

両生類では、貴重種として、山地渓流部を中心にモリアオガエル、クロサンショウウ

オが確認されています。その他の貴重種としてカジカガエル、トウホクサンショウウオ

等が確認されています。

は虫類は、カナヘビ、アオダイショウ、シマヘビ、ヤマカガシなどが確認されていま

す。

昆虫類としては、圏域内において約30種の貴重種が確認されています。この中にはオ

オムラサキ、チョウトンボ、ゲンジボタルなどがあります。
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魚類は、コイ、フナ、モツゴ等をはじめ、比較的流水を好むアユ、ウグイ、砂地を好

むカマツカ、岩の間隙を住みかとするナマズなど、魚類の性質に適した環境の中でその

多様さを反映し、豊かな魚類相を有しています。

平川沿川では頭首工や河川の横断工作物（堰）が各所にありますが、上下流に魚類相

の変化はなく、アユやウグイ類等の回遊魚が見られることから、河川内の魚類の生息・

生育空間は縦断的に連続性を持っていると考えられます。

＜ヤマセミ＞ ＜オオタカ＞

・青森県：希少野生生物 ・青森県：重要希少野生生物

・環境省：なし ・環境省：準絶滅危惧（ＮＴ）
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2.2.2 社会環境

(1) 土地利用

圏域内の現況土地利用は、山地等が約65％と最も多く、水田や畑地等の農地が約32％、

宅地等の市街地が約3％となっています。

＜ 圏域の土地利用面積 ＞

(2) 人 口

圏域内市町村の人口は、平成22年現在、６市町村合計で約27万4千人です。

弘前市の人口は、約18万3千人で他市町村に比べて多く、関係６市町村の合計人口の

約67％を占めています。

人口の増減については、平成７年以来減少傾向が見られます。

圏域関連市町村の人口(国勢調査結果より)

191,217 194,197 193,217 189,043 183,473 

39,213 39,004 39,059 38,455 36,132 

37,948 36,876 36,454 35,336 33,764 

26,346 25,279 23,765 22,059 20,725 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

人
口
（
人

）

調査年

弘前市 黒石市 平川市 その他町村

計 294,724 計 284,893計 292,495計 295,356 計 274,094
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(3) 産 業

関係市町村の就業者数は、平成22年現在、６市町村合計で約12万7千人であり、産業

別では第1次産業約2万2千人(18％）、第2次産業約2万4千人(19％）、第3次産業約8万人

（63％）です。

図中における就業者数の産業別構成比の推移は、昭和55年より各市町村ともに第１次

産業の減少とこれに伴う第３次産業の増加が基調となっています。

圏域関連市町村の産業別就業者数(国勢調査結果より)

(4) 交 通

圏域内の道路としては、平川とほぼ平行する東北自動車道と国道７号が挙げられ、主

要幹線となっています。この他の国道としては国道102号、国道394号、国道454号等が

挙げられ、県東の十和田方面に接続しています。

鉄道としては、平川と国道７号とほぼ平行にＪＲ奥羽本線が通り、弘南鉄道大鰐線・

弘南鉄道弘南線が通っています。

東北自動車道、国道７号、ＪＲ奥羽本線といった主要な路線が通る弘前圏域は、県内

における交通の要衝となっています。

43,979 41,585 37,907 33,577 29,208 26,860 22,426 

29,006 28,673 32,337 33,128 33,822 27,376 
23,876 

73,284 74,417 76,694 82,559 84,374 
84,712 

80,373 
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昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年
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口

（
人

）

調査年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

計 146,938 計 138,948計 147,404計 149,264計 144,675計 146,269 計 126,675
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2.2.3 歴史・文化財など

弘前圏域は津軽平野の南端に位置し、中央から遠い土地条件、積雪寒冷地で気象条件

にも恵まれない土地柄であったことから、古くから農業を主とした第一次産業を基盤と

して発展してきました。

特に、藩政期に入ってからは城下町として栄えていきましたが、同時に津軽藩歴代藩

主によって新田開発が強力に進められた他、明治以降はリンゴの産地として有名になり

ました。圏域内には以下の表に示すとおり、藩政時代や明治時代の史跡、建造物が数多

く残されています。

市町村 種別 指定 名称 図中番号
弘前市 重要文化財 建造物 国 最勝院五重塔 1

国 弘前八幡宮本殿、唐門 2
国 長勝寺三門 3
国 弘前城(天守,二の丸辰巳櫓,二の丸未甲櫓,二の丸丑寅櫓,二の丸南門,二の丸 4

東門,三の丸追手門、北の郭北門)
国 誓願寺山門 5
国 弘前城三の丸東門 6
国 津軽為信霊屋 7
国 東照宮本殿 8
国 熊野奥照神社本殿 9
国 旧第五十九銀行本店本館 10
国 石場家住宅 11
国 弘前学院外人宣教師館 12
国 津軽家霊屋（環月臺、碧巖臺、明鏡臺、白雲臺、凌雲臺(表門、玉垣付属)） 13
国 長勝寺本堂、庫裏 14
国 革秀寺本堂 15
国 長勝寺御影堂 16
国 旧弘前偕行社 17

県重宝 建造物 県 久祥院殿位牌堂 18
県 三尊仏及びその厨子堂 19
県 旧岩田家住宅 20
県 旧東奥義塾外人教師館 21
県 旧弘前市立図書館 22
県 熊野宮本殿 23
県 日本聖公会弘前昇天教会教会堂 24
県 旧青森県尋常中学校本館 25
県 日本基督教団弘前教会教会堂 26
県 袋宮寺本堂 27
県 円明寺本堂 28
県 報恩寺本堂 29
県 本行寺護国堂 30
県 巌鬼山神社本殿 31
県 旧伊東家住宅 32

絵画 県 絹本著色当麻曼荼羅図 33
県 新井晴峰筆紙本著色観桜観楓図屏風 34

彫刻 県 木彫造阿弥陀如来立像 35
県 薬師如来三門本尊 36
県 十一面観世音立像 37
県 十一面観音像 38
県 地蔵像 39
県 津軽為信木像 40
県 阿弥陀如来像 41

弘前市 重要文化財 工芸品 国 銅鐘 42
国 刀 無銘伝来国光 43

県重宝 工芸品 県 短刀 銘波岡森宗 44
県 短刀 銘奥州津軽住国廣 45
県 津軽塗 46
県 日本刀 銘津軽主為信相州綱廣呼下作之 47
県 鰐口 慶長九年奉納銘 48
県 津軽漆塗手板 49
県 津軽塗（変わり塗）五段重箱及び弁当箱 50

書跡 県 久祥院殿写経 51
重要文化財 考古資料 国 青森県砂沢遺跡出土品 52

国 猪形土製品 53
重要美術品(認定) 考古資料 国 板石塔婆 54
県重宝 考古資料 県 蕨手刀 55

県 大森勝山遺跡出土の旧石器 56
無形文化財 県技芸 県 根笹派大音笹流錦風流尺八 57
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市町村 種別 指定 名称 図中番号
弘前市 民俗文化財 重要無形民俗文化財 国 弘前のねぷた 58

国 岩木山の登拝行事 59
県無形民俗文化財 県 津軽神楽 60

県 種市獅子（鹿）踊 61
県 一野渡獅子（熊）踊 62
県 大沢獅子（熊）踊 63
県 悪戸獅子（熊）踊 64

記念物 史跡 国 津軽氏城跡(弘前城跡、堀越城跡) 65
国 大森勝山遺跡 66

名勝 国 瑞楽園 67
県 成田家庭園 68
県 貞昌寺庭園 69

県天然記念物 県 燈明杉 70
県 向外瀬のﾓｸｹﾞﾝｼﾞ(ｾﾝﾀﾞﾝﾊﾞﾉﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ) 71
県 天満宮のシダレザクラ 72
県 鬼沢のカシワ(鬼神腰掛柏) 73
県 大杉 74

選定 重要伝統的建造物群保存地区 国 弘前市仲町伝統的建造物群保存地区 75
記録選択 記録作成等の措置を講ずべき無形 国 津軽神楽 76

の民俗文化財 国 久渡寺のオシラ講の習俗 77
国 津軽の七日堂祭 78

黒石市 重要文化財 建造物 国 高橋家住宅主屋、米蔵、味噌蔵、文庫蔵 79
県重宝 建造物 県 法眼寺鐘楼堂 80

県 法眼寺本堂 81
県 黒石市消防団第三分団第三消防部屯所 82

工芸品 県 金梨子地牡丹紋散蒔絵衛府太刀拵 83
歴史資料 県 明暦二年津軽十郎左衛門拝領山形黒石領外浜平内領検地帳 84

民俗文化財 県無形民俗文化財 県 上十川獅子踊 85
県 大川原の火流し 86
県 黒石ねぷた 87

記念物 名勝 国 金平成園（澤成園） 88
県天然記念物 県 妙経寺のカヤの木 89

県 中野神社の対植えのモミ 90
選定 重要伝統的建造物保存地区 国 黒石市中町伝統的建造物群保存地区 91

旧:岩木町 重要文化財 建造物 国 岩木山神社楼門 92
(弘前市) 国 岩木山神社拝殿 93

国 岩木山神社本殿、奥門、瑞垣、中門 94
国 高照神社本殿、中門、西軒廊、東軒廊、拝殿及び幣殿、随神門、津軽信政公 95

墓、廟所拝殿、廟所門
県 岩木山神社社務所 96

県重宝 彫刻 県 舞楽面 97
重要文化財 工芸品 国 太刀 銘友成作 98

国 太刀 銘真守 99
県重宝 工芸品 県 釣燈籠 100

県 日本刀 銘相州住綱広 101
県 津軽信政着用具足 102
県 高照神社刀剣類 103

民俗文化財 県有形民俗文化財 県 高照神社奉納額絵馬 104
記念物 県天然記念物 県 百沢街道及び高岡街道の松並木 105

大鰐町 重要文化財 彫刻 国 木造阿弥陀如来坐像 106
民俗文化財 県無形民俗文化財 県 三ツ目内獅子（熊）踊 107

旧:尾上町 県重宝 建造物 県 猿賀神社本殿 108
(平川市) 民俗文化財 県無形民俗文化財 県 八幡崎獅子（熊）踊 109

記念物 県史跡 県 八幡崎遺跡 110
名勝 国 盛美園 111

国 清藤氏書院庭園 112
旧:平賀町 県重宝 彫刻 県 菩薩坐像 113
(平川市) 工芸品 県 鰐口 銘正長二年七月十四日 114

県 金梨子地牡丹紋散蒔絵糸巻太刀拵 115
民俗文化財 県無形民俗文化財 県 尾崎獅子（熊）踊 116

県 広船獅子（熊）踊 117
記念物 名勝 県 清藤家庭園 118

田舎館村 県重宝 彫刻 県 十一面観音像 119
考古資料 県 垂柳遺跡出土品 120

記念物 史跡 国 垂柳遺跡 121
旧:碇ヶ関村 (平川市) 民俗文化財 県無形民俗文化財 県 古懸獅子（熊）踊 122
地域を定め 記念物 特別天然記念物 国 カモシカ
ず指定 天然記念物 国 声良鶏、軍鶏、クマゲラ、イヌワシ、オジロワシ、オオワシ、コクガン、ヒ

シクイ、マガシ、ヤマネ
出典：「平成２５年度 青森県の文化財保護行政」青森県教育庁文化財保護課
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3. 圏域の現状と課題
3.1 治水の現状と課題

3.1.1 主な洪水被害

戦後の代表洪水は昭和33年8月、昭和52年8月、昭和56年8月等であり、近年において

も平成2年9月に洪水が発生し、流域に大きな被害をもたらしています。代表的な洪水被

害状況は次のとおりです。

平川流域における水害履歴

２日雨量 浸水面積 家 屋 被 害 （戸）
洪水発生年月日 原 因 備 考

(碇ヶ関) （ha） 床 上 床 下 全壊流出 半 壊

昭和50年８月19日 豪雨及び暴風雨 195 2,107.2 3,037 4,515 49 51

昭和52年８月５日 豪 雨 133 1,663.0 2,686 3,669 14 107

昭和56年８月22日 台風 15 号 198 189.3 60 189 0 0

平成２年９月11日 台風 19 号 102 260.4 12 69 0 0

＜土淵川洪水写真(昭和50年8月洪水) ＞

3.1.2 治水の現状と課題

平川の河川改修は、戦後の昭和21年よりはじまり、県内でも早くから治水事業に着手

しています。碇ヶ関地区については、昭和33年、昭和41年度に災害復旧助成事業を実施

し、概成しています。

その後、昭和50年、昭和52年と相次いで大規模な水害に見舞われたことからこれを契

機として、一定の計画規模に基づく河川改修事業が進みました。この間、流域上流部で

は、治水施設として遠部ダムが昭和51年度にさらに、平成６年度には久吉ダムが完成し、

洪水調節の役割だけではなくかんがい用水、上水道、発電などの役割を持つ多目的ダム

として機能しています。
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(1) 流下能力の不足

圏域内河川では、河川改修が行われた区間以外の治水安全度は未だ低い状況にあり、

戦後の主要な洪水と同規模の洪水が発生した場合は、甚大な被害が予想されます。この

ため、床上浸水等の重大な家屋浸水被害を防止するとともに、水田等農地についても洪

水被害の軽減に努めるため、治水対策を進める必要があります。また、県が管理する河

川は、集中豪雨の影響を受けやすい中小河川が多いことから、森林・農地の保全等、関

係機関と連携しながら流域における遊水機能・保水機能の保全を図る必要があります。

(2) 堤防の質的強化

圏域内の各河川における堤防は、長い年月をかけて築造されたことから、築造の履歴

や材料構成及び地盤の構造が必ずしも明確ではありません。

また、過去に整備された堤防は必ずしも工学的に設計されたものではなく、場所によ

っては堤防の安全性が確保されていない場合があります。その一方で、堤防整備により、

堤防背後地に人口や資産が集積している箇所もあり、堤防の安全性の確保がますます必

要となっています。

このように堤防及び地盤の構造は様々な不確実性を有し、漏水や浸透に対して脆弱な

部分もあることから、堤防が完成している箇所においても安全性の点検を行い、機能の

維持及び安全性の確保を図るため、必要に応じて堤防の質的整備を実施していく必要が

あります。

(3) 内水対策

洪水による河川水位の上昇に伴い、河川に流入する水路等からの排水が行えなくなっ

た結果生ずる氾濫を内水氾濫といいます。

このような内水被害が発生した場合、国、市町村等と連携しながら、適切に内水対策

を実施していくことが必要です。

(4) 河川の維持管理

河道内における土砂の堆積、樹木の繁茂により洪水時に水位が上昇する可能性がある

ことから、適切な維持管理を行う必要があります。また、護岸等の河川管理施設につい

て、適切に維持管理を行っていく必要があります。

(5) 危機管理対策

河川改修や土砂災害対策が進み被害を受ける頻度が減少している中で、地域住民の災

害に対する危機意識が希薄化する傾向にあります。その一方、近年では短時間の集中豪

雨や局所的豪雨の発生頻度が高くなっており、ますます洪水、土砂災害に対する備えが

必要となってきています。このため、防災に関する情報の共有化等による防災意識の啓

発や、国・県・市町村等が連携した危機管理対策を推進する必要があります。
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3.2 利水の現状と課題

3.2.1 水利用の現状

圏域内の河川流況は、平川の石川地点(CA=283.7km2)において過去14年間(平成元年～

平成14年)の平均渇水流量は2.21m3/s、平均低水流量は8.85m3/sとなっています。

圏域内の利水状況は、かんがい用水がその大部分を占めています。平川筋（指定区間）

においては、約4,300haの耕地を潤しており、最大約15m3/s取水が行われています。

また、岩木川水系の河川水は、弘前市をはじめとする圏域内の関係自治体への水道用

水、工業用水として利用されています。

また、アユ、ヤマメ等を対象とした内水面漁業権が、岩木川、平川、浅瀬石川で設定

されており、内水面漁業が営まれています。

3.2.2 水利用の課題

岩木川水系の水利用はかんがい用水が主体で、既往の主要渇水は、ほぼ2年に1回程度

の頻度で発生しており、土地改良区で番水制の実施、弘前市での給水制限や水質の悪化

等の利水障害を起こしています。渇水時には関係機関と調整し、適正な利水管理に努め

る必要があります。

なお、平川に流入する土淵川と腰巻川では夏季に流量が減少するため、安定した水量

の確保が課題として挙げられます。
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3.3 河川環境の現状と課題

3.3.1 自然環境

圏域上流域では、渓流沿いにはミズナラ－ブナクラス域自然植生のサワグルミ林が帯

状に分布しています。下流域の平地では、弘前市街地を中心として水田が広がり、これ

に続く緩やかな丘陵地では、果樹園（りんご）に利用されています。河道内にはヨシ群

落やススキ、ヨモギ、ヤナギなどの河畔林が多く残り、群生しています。植物の貴重種

として、ミクリやノダイオウ等が挙げられます。

河川に生息する魚類は、貴重種としてスナヤツメ北方種やメダカ北日本集団等や、大

和沢川に生息する透明鱗アブラハヤが挙げられます。その他、コイ、フナ、モツゴ等を

はじめ、比較的流水を好むアユ、ウグイ、砂地を好むカマツカ、岩の間隙を住みかとす

るナマズなど、魚類の性質に適した環境の中でその多様さを反映し、豊かな魚類相を有

しています。

この他、圏域においては、在来種以外にも、ほかの場所から持ち込まれ、住み着いて

しまった外来種の動植物も生息しています。平成12年の調査では、外来種のブラックバ

スが土淵川で確認されました。その後も生息域の拡大が予想され、これらの外来種の侵

入により、在来種への影響が懸念されます。

＜ミクリ＞ ＜透明鱗アブラハヤ＞

・青森県：希少野生生物 ・青森県：地域限定希少野生生物

・環境省：準絶滅危惧（NT） ・環境省：なし

＜スナヤツメ北方種＞ ＜メダカ北日本集団＞

・青森県：重要希少野生生物 ・青森県：重要希少野生生物

・環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU） ・環境省：絶滅危惧Ⅱ類（VU）

岩木川、平川、浅瀬石川をはじめ、圏域内の河川を生育・生息の場とする多様な生物

は、瀬や淵、水際の植生など、多様な河川形状と密接な関係にあります。以上の状況を

踏まえ、これらの河川の多様な動植物の生息・生育の場を保全していくことが必要です。

また、県では河川環境に関連する条例として「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び

創造に関する条例」を制定しており、ふるさとの森と川と海ができる限り自然の状態で

維持されることを基本として、河川環境の保全に努めています。
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3.3.2 水 質

圏域内の河川水質について、環境基準による類型指定としては、岩木川、平川、浅瀬

石川は基本的にＡ類型に指定されています。なお、浅瀬石川の上流域（四十巻橋）では

ＡＡ類型に指定されています。

圏域内の水質観測地点の河川水質は、岩木川、平川、浅瀬石川とも平成９年度以降概

ねBOD75％値で２mg/l以下で推移していることから（浅瀬石川の四十巻橋では１mg/l以

下）、環境基準を達成しています。よって、今後とも現状の水質を維持していくことが

必要と考えられます。

＜ 水質の指定状況及びBOD75％値(H23) ＞

河川名 観測地点名称 環境基準類型 達成期間※ BOD75%値

鷹ノ巣橋 Ａ ロ 1.1 mg/l
岩 木 川

砂子瀬橋 Ａ ロ 1.1 mg/l

大 秋 川 国 吉 橋 Ａ イ 0.8 mg/l

木戸ヶ沢 木戸ヶ沢橋 － 観測中止

湯ノ沢川 湯ノ沢橋 － 0.7 mg/l

平 川 板 沢 橋 Ａ ロ 0.8 mg/l

土 淵 川 西 田 橋 － 1.9 mg/l

第二清川橋 Ａ イ 1.1 mg/l
虹 貝 川

新早瀬野橋 Ａ イ 0.9 mg/l

大落前川 延 命 橋 Ａ イ 1.0 mg/l

二の渡橋 － 0.9 mg/l
津 刈 川

鍋 倉 － 0.8 mg/l

千 年 橋 Ａ ロ 0.9 mg/l

浅瀬石川 中 島 橋 Ａ ロ 1.1 mg/l

四十巻橋 ＡＡ イ 0.7 mg/l

温 川 沢 温 川 橋 － 0.6 mg/l

※ イ：直ちに達成 ／ ロ：５年以内で可及的速やかに達成
（昭和47年6月13日青森県告示第451号、平成8年2月21日青森県告示第106号）
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水 質 の 経 年 変 化
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平川（板沢橋）：Ａ類型
虹貝川（第二清川橋、新早瀬野橋）：Ａ類型

大落前川（延命橋）：Ａ類型
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水質については、水質観測を継続するとともに、環境基準を満たす区域では今後とも

良好な水質の維持を目指していく必要があります。小河川で水質が悪い区域では、関係

自治体をはじめ流域全体で改善対策等に取り組んでいく必要があります。

また、平成25年4月現在で青森県全体の下水道等普及率は74%に対して、圏域関連市町

村の平均普及率は約92％と高くなっています。ただ、一部市町では約65％～68％と県平

均よりも低くなっています。

圏域関連市町村の下水道等普及率(出典 H25.9 青森県資料)

3.3.3 景 観

河川景観として、下流域では「低地農村景観」が広がり、この中に弘前市などの「市

街地景観」が斑状に分布し、そして低地より標高が高くなる順に「山麓果樹景観」、「低

山景観」、「高山景観」に分かれています。上流域では大鰐町、平川市の谷底低地とな

り、「谷底平野農村景観」が河川沿いに分布しています。さらに、特徴的な河川景観と

して大鰐、碇ヶ関を代表とする温泉地が挙げられ、観光名所として河川の景観が活かさ

れています。

温泉地(大鰐温泉；平川) 市街地景観(土淵川)
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3.3.4 河川利用、地域との連携

河川沿川の空間利用として、河川の高水敷を利用した河川公園等があります。利用種

別としては、野球やサッカーグランド、テニスコート、ゲートボール、親水広場等で関

連市町村のイベント会場としても利用されています。

関連市町村では河川のイベントとして川を活用しています。主なイベントは、河川清

掃が多数を占めますが、防災訓練や祭り等でも利用され、地域に密着した形で河川は利

用されています。

このため、圏域内の地域連携・交流の促進、河川環境保全意識の高揚等を図るため、

青森県では河川に関する情報の収集・提供、人材育成等の活動、河川環境整備といった

地域づくり活動に取り組んでいます。

今後は、水辺の学習広場を活用し、河川に関する情報を地域住民と幅広く共有し、防

災学習、河川利用に関する安全教育、環境教育等の充実を図るとともに、住民参加によ

る河川清掃、河川愛護活動等を推進する必要があります。

河川清掃(弘前市) せせらぎウォッチング(弘前市)
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大鰐町の清掃 大鰐温泉サマーフェスティバル

凧上げ大会(平川市、旧平賀町) 防災訓練(平川市、旧平賀町)

釣り、水遊び(平川市、旧平賀町)
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4. 河川整備計画の目標に関する事項

4.1 洪水による災害発生の防止又は軽減に関する事項

整備計画においては河川整備基本方針に対する当面の目標を定め、段階的な河川整備を

行うことにより、戦後の主要な洪水と同規模の洪水が発生しても、床上浸水等の重大な家

屋浸水被害を防止及び軽減するとともに、水田等農地についても浸水被害の軽減に努めま

す。

平川においては、昭和56年8月に発生した洪水を安全に流下させるものとし、豊平橋に

おいて1,100m3/sを整備計画目標流量として設定します。

引座川 久吉ダム(既設)
豊平橋
▲ 270

1,100 1,000 800 600

130 320 遠部ダム(既設)

25
腰巻川 大和沢川 三ツ目内川 虹貝川

＜ 整備計画目標流量配分図(m3/s) ＞
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4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

河川水の適正な利用に関しては、限りある水資源の有効利用を図るため、水利用の合理

化を進め、より適正な水利用が図られるように努めます。

動植物の生息・生育や良好な水質の確保など、流水の正常な機能を維持するために必要

な流量は、平川の大鰐地点において概ね1.6m3/sとします。

＜ 確保すべき流量 ＞

河 川 名 地 点 確保する流量 期 間

平 川 大 鰐 約1.6 m3/s 通年（1/1～12/31）

また、大鰐地点における上記の流量を確保するために久吉ダムより、下記の流量を放流

します。

＜ ダムからの放流量 ＞

ダ ム 名 放流量 期 間

久吉ダム(既設) 0.250 m3/s 通年(1/1～12/31)

なお、他の支川における流水の正常な機能を維持するために必要な流量については、今

後、河川流況及び水利用状況の把握を行い、動植物の生息・生育状況等について調査・検

討を行い設定するものとします。
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4.3 河川環境の整備と保全に関する事項

(1) 動植物の生息・生育環境の保全

岩木川、平川、浅瀬石川をはじめ、圏域内の河川を生育・生息の場とする多様な生物

は、瀬や淵、水際の植生など、多様な河川形状と密接な関係にあります。河川の整備に

際しては本来有している自然環境を尊重し、これらの河川の多様な動植物の生息・生育

の場の保全、すみやかな回復を図ります。

また、外来生物法(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)

の対象となる外来種については、必要に応じて関係行政機関等と連携を図り対応します。

(2) 水質の維持・改善

平川の河川水質は、平成７年以降環境基準のＡ類型の基準を満足しています。しかし、

平川に流入する支川のなかには、ＢＯＤの値が高いものもあります。健全な水循環系を

構築するという観点から、国、市町村などの関係機関や流域住民との連携を図り、流域

全体での水質改善意識の啓発など、河川や湖沼の水質の維持と改善を目指した取り組み

を進めます。

(3) 良好な景観の維持

岩木川水系の流域は、山地から水田地帯までの豊かな自然を備えた水辺空間を有して

いるという特徴を踏まえ、このような景観を維持するよう努めます。

(4) 人と河川とのふれあいの場の確保

河川の持つ豊かな自然をより身近なものとし、積極的に河川にふれあう場、環境学習

ができる場となるよう、川づくりに努めます。

また、魚類等の生息環境の保全や、下流域に位置する岩木川や十三湖における現在の貴

重な自然環境を保全するためには、その上流部の県管理区間における自然環境の保全が大

切であることを認識しておく必要があります。
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5. 河川整備の実施に関する事項

5.1 河川工事の目的・種類及び施工の場所

並びに当該河川工事の施工により設置される河川管理施設の概要

5.1.1 洪水による災害発生の防止又は軽減に関する事項

①堤防整備、河道掘削、護岸等

流下断面を拡大し、浸水被害の防止、軽減を図ることを目的に、下記の場所におい

て、堤防整備、河道掘削、護岸等による河川改修を行います。

なお、護岸の設置については、河岸や堤防の欠壊を防ぐために必要な範囲にのみ設

置することとし、構造についても、早期に植生が回復するなど自然に配慮したタイプ

の護岸を採用します。

河 川 工 事 の 施 工 の 場 所

河川名 施工延長 施工場所及び施工区間 施 工 内 容

(km) 下 流 端 上 流 端

平 川 14.30 JR 奥 羽 線 虹貝川合流点 堤防整備、河道掘削、護岸

平川第１鉄橋

引座川 1.50 平川合流点 杉 館 橋 堤防整備、河道掘削、護岸

腰巻川 4.15 市 道 橋 JR奥羽線上流 堤防整備、河道掘削、護岸

大和沢川 2.2 平川合流点 中 千 年 橋 堤防整備、河道掘削、護岸

2.1 新狼ノ森橋 最 上 橋 河道掘削、護岸

②堤防の質的整備

既存の堤防において、堤防の内部構造が不明確な場合もあり、構造物としての信頼

性が必ずしも高くない場合があるため、これまでの高さや幅等の量的整備（堤防断面

確保）に加え、質的整備として浸透に対する安全性の点検を行い、安全性が確保され

ない堤防においては、強化対策を図り、質的量的ともにバランスのとれた堤防整備を

推進します。

なお、具体的な整備区間については、堤防の詳細点検を実施した上で決定します。
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(1) 平 川

平川については、流下能力不足が生じている平川第１頭首工上流の13.8km地点から虹

貝川合流点までの延長0.5km区間において河道掘削、護岸等を実施するとともに、堤防

高が計画堤防高より低い一部区間について堤防整備を行います。

＜ 平川工区代表横断図 ＞

(2) 引 座 川

引座川は、本川平川の水位に対して十分な高さを有していないため、平川合流点から

杉館橋上流の延長1.5km区間について堤防整備、河道掘削、護岸等を実施します。

＜ 引座川工区代表横断図 ＞
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(3) 腰 巻 川

腰巻川は、下流部の平川合流点から延長3.5km区間については、区画整理と一体にな

った整備が完了しています。さらに上流側の延長0.6km区間について堤防整備、河道掘

削、護岸等を実施します。

＜ 腰巻川工区代表横断図 ＞

(4) 大和沢川

大和沢川は、平川合流点より国道７号堀越橋までの延長0.6km区間において、概ね改

修済みとなっています。今後は、国道７号から上流の延長1.6km区間において堤防整備、

河道掘削、護岸等を実施します。また、上流区間の新狼ノ森橋から最上橋までの延長

2.1kmについては、下流部の整備状況を考慮しつつ、河道掘削、護岸等を実施します。

＜ 大和沢川工区代表横断図 ＞

＜ 大和沢川上流工区代表横断図 ＞
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5.1.2 河川環境の整備と保全に関する事項

①良好な河川環境の保全、創造

県では、「青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」を制定して

おり、ふるさとの森と川と海ができる限り自然の状態で維持されることを基本とし、

保全地域の指定、保全計画の策定を行った上で、本条例に基づく各種施策を推進しま

す。

＜主な施策＞

○ 森と川と海の一体的な保全・創造を推進

郷土樹種の植栽、動植物の生息地等の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確

保等を考慮した森と川と海の一体的な整備を推進します。

○ 啓 発

森と川と海のつながりや人の生活との関わりなどへの関心と理解を深めるた

め、学習の機会の提供などを行います。

○ ふるさと環境守人（もりと）

ふるさとの森と川と海の保全及び創造について理解と熱意がある方を「ふるさ

と環境守人」として委嘱し、巡視活動や啓発活動等を行って頂きます。

○ 民間団体等の自発的な活動の促進

森や川や海における民間団体の活動や連携が促進されるように、ボランティア

団体等の情報、交流の場の提供、川における環境教育に対する支援措置等を講じ

ます。
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②自然環境に配慮した事業の実施

河川工事の実施に際しては、動植物の生息・生育環境に可能な限り配慮するものと

し、河道内の植生が回復しやすいよう可能な限り土羽の断面とする他、魚類などの産

卵場所となる水草が生息できるよう、自然の底質を維持します。また、動植物の生息

に配慮して、現況の川幅程度の低々水路を設置します。

河川工事に伴い、既設の堰・頭首工を改築する必要が生じる場合は、魚類の遡上を

妨げないため、魚道を設置します。

なお、工事にあたっては、動植物の生息・生育環境を踏まえ、自然環境への影響が

軽減されるよう、その施工時期・施工範囲に配慮します。

③水質の維持・改善

岩木川の水質は近年改善傾向にありますが、渇水時には環境基準値を上回ることも

想定されます。今後は、動植物の良好な生育･生息環境を保全するため、流域におけ

る下水道整備を含む生活排水対策等の関連事業や国、市町村等との連携･調整、住民

との連携･協働により、水質改善の啓発を行い、水質負荷対策等の推進に努めます。

④景 観

岩木山などと調和した景観の保全、沿川に存在する街並みや田園風景と調和した水

辺空間を保全するため、河川工事による景観の改変を極力少なくするよう努めます。

改修のイメージ図（平川）

改修のイメージ図（腰巻川）

水際部の環境を可能な
限り保全する

現状川幅程度の低々水路を
設け、水深確保を図る

必要な河床幅を確保する
よう努める

周辺と同様の植生分布
の繁茂を目指す
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⑤河川環境の回復とふれあいの場の確保

人々が川を身近に感じられる河川空間の整備は、高度な市街化や昭和時代の改修に

よって本来の自然環境や親水性が失われてしまった都市部で強く求められています。

ここ弘前圏域においても、約400年の歴史を刻んだ城下町、弘前市の中心市街地を

流れる土淵川では、治水に対する安全性は向上したものの、コンクリート護岸による

画一的な河道によって親水性が失われてしまいました。

このような背景のもと、土淵川が本来持っていた河川環境の回復を目的とし、野田

橋から徒橋までの1km区間において親水施設等の整備を行った結果、散策等の利用だ

けでなく、活発な河川愛護活動が行われるなど、昔と同様人々に親しまれ、愛される

川として生まれ変わりました。

今後、徒橋から寺沢川合流点までの1.1km区間において、「弘前地区かわまちづく

り」計画の策定者である弘前市と連携しながら、住民や観光客が歩いて楽しめる水辺

空間の創出を目指し、河川管理者である青森県は、動植物の生息・生育環境に配慮し

た川づくりを実施し、河川環境の回復を図ります。

土淵川

L=1.1km

現況（黄昏橋下流）

整備後のイメージ

（寺沢川合流点上流）

整備済

L=1.0km
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5.2 河川の維持の目的及び種類

5.2.1 河川の維持の基本となるべき事項

維持管理については、河川特性等を考慮し、洪水等による災害の防止・軽減、河川の

流下能力の維持に努め、動植物の生息・生育環境への影響を考慮し、河川の適正な利用、

流水の正常な機能の維持及び河川環境の保全と維持のため、河川の利用者や関係機関と

の連携を図りつつ住民の協力を得ながら、適切な維持管理を行うものとします。

5.2.2 河川の維持の目的、種類

(1) 河道の維持

河川の流下能力の維持のため、阻害となる堆積土砂･草木については、必要に応じ

て適宜これらの除去及び伐採を行うものとします。ただし、実施に際しては自然環境

に配慮し生物の生育･生息しやすい水辺空間の確保を考慮します。

(2) 河川管理施設の維持管理

ダム、堤防、護岸、排水樋管等の河川管理施設について機能を維持するため、定期

的な河川巡視を行いこれらの施設について異常の有無について確認し、必要に応じて

適宜対策を講じます。

(3) 河川環境管理の推進

河川の利活用に関するニーズを把握するため、地域住民から河川の親しみやすさや

快適性などの現状を評価して頂く取り組みを進めます。また、ゴミ等の不法投棄の防

止のため、定期的に河川パトロールを実施し、河川愛護団体･地域住民と連携・協調

しながら良好な水環境の保全に努めます。

＜地域住民から河川の評価をして頂く取り組みの事例＞
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5.2.3 危機管理体制の整備・強化

(1) 洪水時の対応

圏域内の「洪水予報河川」では、洪水予測システムにより出水の状況を予測し、青

森地方気象台と共同で洪水予報の迅速な発令を行い、また、「水位周知河川」におい

て水位が避難の一つの目安である「避難判断水位」に達した場合は、地域住民にその

周知を行うことにします。

圏域内河川の指定状況

洪水予報河川 水位周知河川

平川（県管理区間下流端～福島橋） 腰巻川（平川合流点～

弘前市南大町一丁目）

また、洪水時･災害時は、迅速な避難行動を支援するため、河川情報（降雨量,水位

等）や防災情報（浸水状況,避難情報等）の収集を行い、速やかに関係機関及び地元

住民に向けてインターネットや携帯電話による情報提供を行います。

(2) 水質事故の対応

水質事故が発生した際には、「岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会」を構成する市

町村や関係機関と連携の上、早期発見、適正な対処に努めます。

(3)渇水時の対応

渇水時においては、「岩木川水系渇水情報連絡会」を通じて、河川管理者、利水

管理者間が連携し、情報交換や利水者相互間の水融通を行うなどの渇水調整を行い、

渇水被害の軽減を図ります。
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6. 住民参加と地域との連携による川づくり
6.1 地域との連携による川づくりの考え方

(1)連携による川づくりの背景

川は古くから、漁業や舟運、水利用、行事など地域住民の生活と密着した場として存

在していました。社会の産業経済の発展や交通などの社会基盤整備の進捗・高速化に伴

い、川を直接的に生活の糧とした産業や舟運などは衰退しつつある一方、川の持つ自然

環境の保全や水質改善、川を利用したレジャーなどへの関心は高まりつつあります。地

域の個性や活力、歴史・文化が実感できる川づくりのためには、河川管理者だけでなく、

川を利用する地域住民が、継続的に川に関心を持ち、主体的に参加することが望まれま

す。

また、洪水による氾濫に対しては、地域住民が主体的に水防活動を行ってきましたが、

堤防やダムなどの整備による洪水被害の減少に伴い地域住民の防災意識の低下が懸念さ

れます。異常洪水など施設整備の能力を上回る洪水に対処するためには河川管理者のみ

ならず、地域住民が普段から防災意識を持つことが不可欠です。

岩木川水系では、洪水や渇水等による被害を軽減し、地域住民が安心して暮らせる社

会基盤の整備を図るとともに、自然豊かな環境を次世代に引き継ぐ川づくりを住民参加

と地域との連携により進めて行きます。

「岩木川に関するアンケート調査(平成18年7月)」では、河川での住民活動に対して

高い必要性を認識しているものの、現状は十分な住民活動が行われているとは言えない

状況にあります。

このため、地域住民が参加・活動しやすい環境の整備や多くの機会をつくるための取

り組みを進めていく必要があります。

図6-1 岩木川に関するアンケート調査(平成18年7月)結果

【川に関する活動への参加意向】
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(2)岩木川水系における住民参加と地域連携の考え方

岩木川水系における住民参加と地域連携を図るためには、地域住民にとってより親し

みやすい身近な川からの取り組みが重要であると考えます。地域住民が川づくりに参加

しやすい身近な川での活動を基盤とし、それぞれが連携・協働しながら身近な川から地

域の川そして岩木川全体へと活動が広がることを目指していきます。

また、住民参加にあたっては地域住民が日頃関心を持っている自然環境や水質・レジ

ャーなど身近で日常生活に関連したことから取り組んでいくことが必要です。このよう

な取り組みを通じて河川に対する関心と意識を高めていくことで、洪水被害の防止や渇

水対応など非日常的な事態に対応する住民活動の発展を目指していきます。

継続的かつ活発な地域住民の活動をサポートするため、国や関係市町村、関係機関な

どと連携し、施設の維持管理や各種情報の提供等を図っていきます。

図 6-2 住民参加と地域連携概念図
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(3)住民参加と地域連携の進め方

住民参加と地域連携を進めるために、計画(活動の目標設定)、実践、評価(モニタリ

ング)、見直し（フォローアップ)を一連のサイクルとした活動プランを地域と連携し

て作成します。また、地域活動や行政活動の報告会などを実施し地域住民間や行政と

地域間の情報交換を図る取り組みを行います。

地域住民の持続的な活動を支援する体制として、国・県・市町村の行政間が連携し、

活動の場や現状や評価などの必要な情報等の提供、広報などの活動支援を行います。

図6-3 住民参加と地域連携の進め方概念図
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6.2 地域の参加と協働を実施する内容

(1)自然環境に関する内容

①水質の改善

岩木川流域の河川には水路の水、排水路等を通じて流入する生活雑排水、産業排水な

ど様々な水が流れ込んできます。岩木川流域の河川の水質を改善していくためには流域

全体での取り組みが必要です。そのため、河川管理者をはじめ下水道事業者などの関係

機関や地域住民が連携した流域全体での活動につなげるための情報提供を実施します。

②河川美化

河川が地域住民の共通財産であるという認識のもとに、河川について理解と関心を高

め、良好な河川環境の保全・再生を積極的に推進し、河川愛護について広く地域住民に

周知を図る必要があります。

このため、河川愛護活動を行っている地域住民やボランティア団体等を支援する取り

組みを引き続き実施し、住民参加による河川清掃や河川愛護活動の推進を図ります。

また、河川管理者は川を適切に維持するため、河川巡視や点検を行っていますが、県

が管理する河川延長は長く、普段から川を利用している地域住民からの情報提供が不可

欠です。今後ともゴミなどの不法投棄、河川の流水や施設に関する異常などについて、

普段から川を利用している地域住民と連携した維持管理に努めます。

＜愛護活動状況（土淵川）＞ ＜河川愛護里親に認定された市民団体＞

(2)河川利用に関する内容

○河川とのふれあいの場の活用、管理

既に整備されている河川との触れ合いの場、スポーツ・レクリエーション施設等の利

用を促進するため、関係市町村や利用者・地域住民と協働した利活用や維持管理等を行

います。
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(3)地域と連携した防災対策に関する内容

河川の整備が途中段階で施設能力を上回る

洪水に対しては、河川管理者だけでの対応で

は不十分であり、関係市町村や水防団さらに

は地域住民と一体となった対応が必要です。

また、洪水被害の減少に伴い、人々の洪水に

対する危機意識の低下が進んでいると言われ

ています。このような状況の下、災害被害を

防止･軽減するためには、地域住民一人一人

の防災意識の向上を図り、洪水時の迅速かつ

的確な水防活動及び警戒･避難を行う必要が

あります。

このため、平時から地域住民に水防活動及

び警戒･避難に関する防災情報の提供を行う

とともに、市町村が作成する洪水ハザードマ

ップの基礎資料となる「浸水想定区域図」の

作成を推進します。

平川浸水想定区域(H16.6公表)
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6.3 地域との連携と参加を促進する取り組み

(1)広報活動の推進

河川と生活の結びつきが希薄になった現在、まず川のことを知ってもらうことから始

め、地域の川に対する関心を高めていく必要があります。

そのためには情報発信とともに広報活動の充実を図っていく必要があり、インターネ

ットやパンフレット等を通して各種情報を提供するとともに、地域住民から河川に関す

る情報を提供して頂く、情報の双方向化を促進します。

(2)学習・教育の場の提供

岩木川における住民参加や地域連携を深めるため、自然体験や水質調査など学校教育

と連携した環境学習などの取り組みを行います。

また、岩木川をフィールドとした環境学習は、岩木川の流れが生み出した良好な河川

景観を保全し、多様な動植物の生息・生育する豊かな自然環境を次代に引き継ぐために

も重要です。

河川における安全で楽しい活動を普及させるためには、川の危険性を正しく理解し伝

えられるスキルを身につけた指導者が必要であることから、指導者を育成するための取

り組みを進めるほか、学校関係者、市町村との連携を積極的に進めます。

＜水生生物調査による簡易な水質判定＞

（大和沢川） （大和沢川）

＜川の体験を指導者講習会開催状況＞




